
別紙一覧表２‥‥過去に規制の見直しが困難とされたものについて改めて規制の見直しを検討するもの（網掛け部分が平成２０年度に再検討した部分です。）

記号 結果の概要

1

生活保護各種申請書、届出手続等について、
様式のダウンロード等電子申請に向けた検討

生活保護法施行細則

生活保護制度は、他の社会保障制度や社会
福祉サービス等を補完するものであり、面
接相談において生活保護法の趣旨や制度概
要を説明するのはもちろんのこと、他法や
他施策について助言を行う等、適切な援助
を行うことが必要であり、電子申請の導入
は困難。

3

生活保護制度は、他の社会保障制度や社会福祉サービス等を
補完するものであり、面接相談において生活保護法の趣旨や
制度概要を説明するのはもちろんのこと、他法や他施策につ
いて助言を行う等、適切な援助を行うことが必要であり、電
子申請の導入は困難である。

健康福祉部
健康福祉指
導課

2

砂利採取計画認可申請における中期事業計画
書作成の省略

砂利採取法

中期事業計画書の作成は事業者に植栽・緑
化の必要性を自覚させ、採取場の裸地の拡
大を防止することを目的としており、環境
や景観の保全から同計画書の作成が必要で
あることから見直しは困難。

3

中期事業計画書の作成は、事業者に植栽・緑化の必要性を自
覚させ、採取場の裸地の拡大を防止することを目的としてお
り、環境や景観の保全から同計画書の作成が必要であること
から見直しは困難である。

商工労働部
保安課

3

砂利採取認可申請における添付書類（土地登
記簿謄本、使用土地目録公図等）の省略

砂利採取法

砂利採取計画の認可において、土地の権原
等を確認する必要があるため、認可申請ご
との土地登記謄本等の提出が必要であるこ
とから見直しは困難。

3
砂利採取計画の認可において、土地の権原等を確認する必要
があるため、認可申請ごとの土地登記謄本等の提出が必要で
あることから見直しは困難である。

商工労働部
保安課

4

林地開発で区域全体の許可を得ている場合の
砂利採取法上の手続の簡略化

砂利採取法

砂利採取手続の簡略化については、砂利採
取法において、認可制度を規定しているた
め実施不可能であることから見直しは困
難。

3
砂利採取手続の簡略化については、砂利採取法において認可
制度を規定しているため実施不可能であることから見直しは
困難である。

商工労働部
保安課

5

土砂採取申請時の各種書類の提出部数の軽減 千葉県土採取条例

規定部数は関係機関への照会文書に添付の
ための必要最小限度の部数であるため、減
らすことは不可能であることから見直しは
困難。

3
規定部数は関係機関への照会文書に添付のための必要最小限
度の部数であるため、減らすことは不可能であることから見
直しは困難である。

商工労働部
保安課

6

交付申請、事業計画の変更承認申請、実績報
告等（制度の廃止）

千葉県へき地農山漁村電
気導入事業費補助金交付
要綱

国の制度が存続しているため廃止不可 3 国の制度が存続しているため廃止は不可である。

農林水産部
生産販売振
興課

平成１８年度実施分

再検討の結果
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7

林地開発に伴う残地森林の幅の緩和
千葉県林地開発許可制度
施行要綱

残置森林の適切な配置は、「災害発生のお
それを回避するための機能」や「環境保全
機能」を確保するために必要な措置であ
り、開発区域の周囲に影響を及ぼさないよ
うにするためには、残置森林幅を現行より
も縮小することは適当でないと考えられる
ことから見直しは困難。

3

当該規制内容は、森林法に定める林地開発許可基準を具体化
したものであるので、法令基準の変更がなければ左記のとお
り、残置森林幅を現行より縮小することは困難と判断され
る。

農林水産部
森林課

8

保安林の指定の解除及び土地の形質変更の手
続に係る審査期間の短縮

森林法

保安林の指定解除や土地の形質変更は、森
林法により規制されているところであり、
その手続においては、申請の内容を慎重に
審査し、法に定める告示行為や提出された
意見書への対応を行う必要があることか
ら、審査期間を短縮することは困難。

3

保安林の指定解除や土地の形質変更は、森林法により規制さ
れているところであり、その手続においては、申請の内容を
慎重に審査し、法に定める告示行為や提出された意見書への
対応を行う必要があることから、審査期間を短縮することは
困難である。

農林水産部
森林課

9

千葉県不動産鑑定業者登録簿等閲覧手続（イ
ンターネットを利用する閲覧手続の導入の可
否についての検討）

千葉県不動産鑑定業者登
録簿等閲覧規則

検討の結果、個人情報保護の観点や利用実
績数等から、インターネットによる申請を
導入する効果が薄いと考えられるため実施
しない。

3

千葉県知事登録にかかる不動産鑑定業者の一覧表は、電子
データ化が進んでおり、希望者に対しては所定の手続を経て
提供が可能となっている。登録簿の閲覧は、利用者が少なく
（例年10名以下）、これまでの実績から見てもインターネッ
トによる申請を導入する効果は薄いと考えられるため、導入
しない。

県土整備部
都市計画課
用地課
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